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タイ現地における観光・食・物産が一体となった誘客プロモーション委託業務 

業 務 仕 様 書 

 

 

１ 業務の目的 

 2024年の訪日外国人旅行者数は、コロナ禍前の 2019年を上回る数字を記録して

おり、2025年も前年を上回るペースで外国人旅行者が日本を訪れている。 

 その中でも、親日的とされ、リピーター率および個人旅行者（FIT）の割合が高

く、東南アジアで最も訪日外国人旅行者が多いタイについては、三重県としてもイ

ンバウンドの重点市場に位置付けて取組を行ってきたところである。 

 観光庁が行ったインバウンド消費動向調査（2024年）の結果によると、訪日タイ

人旅行者が「訪日前に期待していたこと（複数回答）」の第１位は「日本食を食べ

ること（85.9％）」第２位は「ショッピング（67.6％）」であり、タイからの誘客プ

ロモーションにおいて食と物産は重要なコンテンツである。 

そこで、本事業では観光・食・物産が一体となった誘客プロモーションとして、

タイ現地での飲食店等と連携したフェアや旅行関係者向けイベントの実施等を行

うことで、タイにおける三重県の認知度向上及び来訪意欲の喚起を図るものである。 

 

２ 契約期間 

 契約締結の日から令和８年３月 23日（月）まで 

 

３ 業務内容 

 観光・食・物産が一体となった誘客プロモーションについて具体的な業務内容

は、以下（１）～（５）のとおりである。 

（１）飲食店等と連携したフェアの開催 

   タイバンコク市内の集客力および情報発信力の高い飲食店などにおいて、三

重県フェア（仮称、以下フェアという）を開催し、三重県食材や三重県ならで

はのメニューの提供や県内観光地や食、物産の魅力が一体となった情報発信を

行うこと。なお、フェアの開催については、以下の業務を行うこと。 

・訪日旅行可能な所得層が多く利用するバンコク市内の飲食店１店舗以上を

選定し、フェアを開催すること。 

・フェアはおおむね 2025 年 12 月～2026 年１月の間で開催することとし、開

催期間は 1か月以上とする。 

・活用する食材については、三重県産の「みかん」を使用した複数メニューの

提供を必須とし、かつ三重県ならではのメニューを複数提案すること。なお、

メニュー提供に必要な食材の調達などは受託者において行い、その費用も負

担すること。 

・フェアの開催にあたって、インポーターの手配やインポーターとの調整、Ｆ

ＤＡ登録等が必要となる場合は対応すること。 
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・フェア期間中は飲食店などの店内が三重県の観光地・食・物産の魅力を感じ

られる空間となるよう装飾やモニター設置、パンフレットの配架などを施す

こと。 

・その他、フェア開催場所に係る調整、必要な届け出の提出手続きなどフェア

開催に必要となる業務を行うこと。 

・フェア来場者にアンケートを実施し、フェアの満足度や三重県への来訪意欲

等を調査すること。なお、回答者数は３００人を目指すこと。 

・アンケート回答率を高めるため、三重県に関連するノベルティを配布する等

の工夫を行うこと。 

 

（２）メディア・旅行関係者等向けイベントの開催 

   フェアによる情報発信をより効果的に行うとともに、三重県への誘客につな

げるため、現地メディア・旅行関係者等を対象としたイベントを開催すること。 

  【イベントの概要（予定）】 

   日時：2026年 1月（回数は１回以上、時間は半日程度で実施） 

   場所：フェア開催飲食店内 

   内容：三重県セミナー、ステージイベント、交流会の３部構成を想定 

  ＜企画運営全般＞ 

 ・イベント招待者のリストアップ、招待状の作成・発送、出席者のとりまとめ

を行うこと。なお、招待者は現地メディア、現地旅行会社、政府関係者等を

想定し、出席者は４０名以上を見込むこととし、招待者の属性（職業等）の

偏りは避けること。 

 ・現地メディアは、本イベントや三重県の魅力に係る記事掲載やＳＮＳ投稿を

イベント参加の条件とすること。 

 ・イベント全体を通して司会進行などを行う通訳（日本語⇔タイ語）１名を配

置するとともに、交流会時にはコミュニケーションをサポートする通訳も４

名以上手配すること。 

 ・イベントの開催に必要となる、受付業務、物品の搬入、設営、撤去、搬出を

行える体制を構築したうえで業務を行うこと。 

 ・招待者分の県産品のお土産を手配すること。 

 ・招待者全員に属性に応じたアンケートを実施し、イベントの満足度、ツアー

造成意欲度などを調査すること。なお、アンケートの回収率は８割以上を目

指すこと。 

 ＜三重県セミナー＞ 

 ・三重県セミナーを行うために必要となるパソコン機器や音響、物品の準備等

の業務を行うこと。 

 ・三重県の魅力に関する 10 分程度のプレゼンテーション資料を作成し、タイ

語に翻訳すること。 
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＜ステージイベント＞ 

 ・イベント効果を高めるためのステージイベントを企画するとともに、企画の

実施に係る出演者招請、映像や音響の機材の手配や設営等の業務一切を実施

すること。 

 

 ＜交流会＞ 

 ・三重県側とタイ側が交流会を通じて関係構築し、今後の誘客につなげられる

よう観光 PR 等を目的とした観光及び県産品案内ブースを設置し、パンフレ

ットの配架や県産品のディスプレイ等を行うとともに、自由に商談できるス

ペースを設けること。 

・三重県食材を活用したメニュー、三重県ならではのメニューを交流会時に提

供すること。 

・提供メニューについては、フェアのメニューを必須としつつ、使用する食材

はなるべく三重県食材を採用すること。なお、メニュー提供に必要な食材の

調達などは受託者において行い、その費用も負担すること。 

・イベントの開催にあたって、インポーターの手配やインポーターとの調整、

ＦＤＡ登録等が必要となる場合は対応すること。 

 

（３）フェア及び三重県の観光・食・物産の魅力に係る情報発信 

・フェアの来場者増や三重県の観光・食・物産の魅力の発信を図るため、ＳＮ

Ｓや現地メディアなども活用しながら、フェアの告知を行うこと。 

・フェアに来場し、三重県メニューを注文した方に抽選で特別感のある三重県

産品をプレゼントする等のキャンペーンを実施し、話題性の創出と来場者増

に努めること。 

 

（４）効果測定等 

・フェアやメディア・旅行会社等向けイベントに関するＳＮＳ上の投稿等につ 

 いて、発信回数、発信に対するリーチ数やエンゲージメント（いいね、リツ 

 イート、コメント等）など、プロモーションの効果が測定できる指標に関す 

 る情報を収集すること。 

・アンケート結果やプロモーション効果が測定できる指標や分析ツール 

（Googleアナリティクス等）の活用を基にフェアやイベントの前後での三重 

県の知名度向上や訪問意欲に関する変化の分析を行い、その結果に応じて、 

今後の効果的な情報発信の方向性等についてレポートを作成すること。 

 

（５）その他 

 ・各事業の企画や実施、スケジュールについて県と協議のうえ決定すること。 

 ・上記以外で本県の認知度・魅力度向上及びインバウンド誘客拡大に資する効 

果的な取組について、予算の範囲内で実施可能なものがあれば、独自に提案 
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すること。 

 ・事業を実施するうえで十分な運営体制を構築すること。 

 ・事業を計画的かつ効率的に実施できる体制、スケジュールとすること。 

 ・三重県等の関係機関との連絡、調整が迅速に行える体制とすること。 

 ・本仕様書に定めのない事項及び事業実施にあたって疑義が生じた場合は、県 

と協議し、その指示に従うこと。 

 

４ 報告書 

本業務終了後、以下のとおり、委託業務に係る報告書を紙媒体（２部）及び電

子データにより提出すること。 

（１）報告書記載事項 

  ① 「３ 業務内容」の実施内容および結果 

  ※ 「（５）効果測定等」に関しては、契約期間全体を総括して報告すること。 

  ② 上記の他、三重県が指示したもの 

（２）納品期限  令和８年３月 23日（月） 

（３）納品場所  三重県観光部海外誘客課 

 

５ 監督及び検査 

  契約条項の定めるところによる。 

 

６ その他 

（１）業務実施の条件 

受託者は、委託業務の実施に当たっては、随時、実施内容を三重県と協議しな

がら進めるものとし、その他この仕様書に明示されていない事項又は業務上疑義

が生じた場合は、両者協議により業務を進める。上記の協議の結果、提案内容と

業務実施内容が異なることとなる場合がある。 

受託者は、本業務の進捗及び事業費執行の状況について、業務監督職員の求め

があった場合には、速やかに経過報告書を提出するものとする。 

三重県との連絡調整、報告は、日本語により行うこと。企画提案及び契約の手

続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ることとし、

支払先も日本国内の銀行等の口座に限る。 

 

（２）業務遂行 

本業務の円滑かつ効率的な進捗を図るため、受託者は業務監督職員と密接な連

携を図りつつ、業務の運営や事務処理等の作業を主体的に進めるものとする。 

 

（３）再委託 

契約にあたり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託

する場合について、三重県の承諾を得た場合はこの限りではない。 
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７ 担当部局等 

   〒514－8570 三重県津市広明町 13番地 

    三重県 観光部 海外誘客課 担当 岡田、堀切 

    電    話：059－224－2847 

    ファクシミリ：059－224－2801 

    Email：inbound@pref.mie.lg.jp 

 

以 上 

mailto:inbound@pref.mie.lg.jp

